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確

　

認
を
求
め
る
（
67
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
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215

河
内
国
の
皮
多
村
間
で
死
牛
馬
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
と
な
る
（
68
〜
70
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

215

新
堂
村
皮
多
が
河
内
国
丹
北
郡
更
池
村
皮
多
に
死
牛
馬
「
領
内
か
き
り
」
の
支
配
権
を
主
張
す
る（

71
）
…　

220

死
牛
馬
の
取
扱
い
に
つ
い
て
江
戸
表
の
見
解
が
五
条
役
所
よ
り
廻
状
さ
れ
る
（
72
） …
…
…
…
…
…
…
…　

221

河
内
国
丹
北
郡
三
宅
村
の
草
場
境
界
は
、
北
が
同
郡
城
連
寺
村
皮
多
、
南
が
更
池
村
皮
多
で
あ
る

　

こ
と
を
確
認
す
る
（
73
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

221

和
泉
国
南
郡
島
村
と
同
国
日
根
郡
布
村
皮
多
と
の
皮
革
・
肉
の
取
分
に
つ
い
て
確
認
が
な
さ
れ
る（

74
）
…　

222

島
村
新
右
衛
門
の
相
続
を
め
ぐ
る
出
入
で
、
旦
那
場
な
ど
を
新
右
衛
門
倅
清
七
の
子
へ
戻
す
よ
う

　

申
遣
わ
さ
れ
る
（
75
） …
…
…
…
…
…
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島
村
藤
九
郎
が
不
品
行
に
よ
り
持
高
と
皮
場
を
取
上
げ
ら
れ
、
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
る
（
76
） …
…
…
…
…　

223

和
泉
国
南
郡
水
間
村
で
岸
和
田
藩
家
来
の
馬
が
病
死
し
島
村
へ
渡
さ
れ
た
が
、
草
場
権
を
持
つ
野

　

々
村
に
代
銀
が
支
払
わ
れ
る
（
77
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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草
場
に
か
ら
む
事
件

島
村
の
与
兵
衛
が
猫
病
死
に
と
も
な
い
不
届
き
が
あ
っ
た
と
し
て
、
押
込
め
に
処
せ
ら
れ
る
（
78
） …
…　

224

福
田
村
庄
屋
の
日
記
に
、
島
村
の
音
松
ら
が
和
泉
国
南
郡
小
瀬
村
で
猫
を
捕
り
訴
え
ら
れ
た
こ
と

　

が
記
さ
れ
る
（
79
） …
…
…
…
…
…
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224

島
村
の
清
右
衛
門
ら
が
和
泉
国
日
根
郡
佐
野
村
に
お
い
て
猫
を
捕
り
、
布
村
と
の
出
入
に
発
展
す

　

る
（
80
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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224

無
宿
次
兵
衛
が
犬
猫
を
捕
り
さ
ら
に
殺
人
を
犯
し
た
た
め
、
下
手
人
に
処
せ
ら
れ
る
（
81
） …
…
…
…
…　

226

島
村
の
源
助
が
猫
を
盗
み
、
そ
の
後
逃
亡
し
た
罪
で
村
払
い
と
な
る
（
82
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

226

犬
を
毒
殺
し
て
い
る
と
し
て
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
島
村
な
ど
三
ヵ
村
の
皮
多
が
嫌
疑
を
否
定
す
る

　
（
83
）
…　

227

　
　
　

∠　

芝
居
な
ど
の
興
行
と
十
分
一
銀

水
間
寺
の
芝
居
興
行
に
関
す
る
十
分
一
銀
の
根
拠
に
つ
い
て
、
皮
多
肝
煎
よ
り
各
庄
屋
・
年
寄
へ

　

申
出
る
（
84
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

228

水
間
寺
の
芝
居
興
行
に
際
し
、
十
分
一
銀
を
受
取
る
べ
き
旨
が
皮
多
肝
煎
よ
り
村
々
庄
屋
へ
伝
達

　

さ
れ
る
（
85
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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229

水
間
寺
の
芝
居
興
行
は
、皮
多
村
へ
十
分
一
銀
を
支
払
わ
ず
一
〇
貫
文
を
渡
す
こ
と
に
決
定
す
る

　
（
86
・
87
）
…　

230

久
米
田
寺
開
帳
に
際
し
、
和
泉
国
泉
郡
南
王
子
村
と
島
村
が
草
場
境
界
を
確
認
す
る
（
88
） …
…
…
…
…　

232

佐
野
村
か
ら
戎
開
帳
に
関
す
る
勘
定
書
が
提
出
さ
れ
、
皮
多
に
対
す
る
支
払
い
が
記
さ
れ
る
（
89
） …
…　
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岸
和
田
地
蔵
開
帳
で
の
十
分
一
銀
は
島
村
と
交
渉
し
、
銀
一
〇
〇
匁
で
済
ま
す
よ
う
決
定
す
る
（
90
） …　

234

貝
塚
御
坊
の
法
事
に
際
し
、
堺
商
人
と
島
村
と
の
場
銭
に
関
す
る
争
論
が
決
着
す
る
（
91
） …
…
…
…
…　

235

岸
和
田
の
相
撲
興
行
に
際
し
、
島
村
に
「
太
皷
之
祝
は
ち
料
」
と
し
て
銀
四
〇
匁
を
支
払
う
（
92
） …
…　

235

四　

皮
革
業
の
発
展

　
　
　

∥　

革
細
工
と
皮
革
関
連
業

河
内
国
若
江
郡
西
郡
村
の
重
次
郎
が
太
鼓
を
張
替
え
、
一
三
年
間
の
保
証
書
を
記
す
（
93
） …
…
…
…
…　

238

摂
津
国
住
吉
郡
平
野
郷
町
の
皮
多
が
、
代
銀
を
支
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
鹿
毛
を
渡
さ
な
い
と

　

同
国
東
成
郡
北
平
野
町
の
町
人
を
訴
え
る
（
94
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

238

和
泉
国
南
郡
福
田
村
庄
屋
の
日
記
に
、
同
郡
島
村
の
沓
・
雪
踏
直
し
に
不
埒
が
あ
っ
た
こ
と
が
記

　

さ
れ
る
（
95
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
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役
人
村
の
太
鼓
屋
金
兵
衛
が
摂
津
国
島
下
郡
内
瀬
村
の
寺
太
鼓
を
張
替
え
、
三
〇
年
の
保
証
書
を

　

記
す
（
96
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
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革
会
所
設
置
に
関
す
る
問
合
わ
せ
に
、
平
野
郷
町
よ
り
奉
行
所
へ
差
障
り
が
な
い
旨
を
回
答
す
る（

97
）
…　

240

革
会
所
に
つ
い
て
、
平
野
郷
町
よ
り
地
方
役
所
へ
差
障
り
が
な
い
旨
を
回
答
す
る
（
98
） …
…
…
…
…
…　

240

　
　
　

∦　

牛
市
・
博
労
関
係

天
王
寺
村
孫
右
衛
門
か
ら
の
和
泉
国
の
博
労
を
支
配
し
た
い
と
い
う
願
い
に
、
村
々
が
反
発
し
て

　

堺
奉
行
所
に
訴
え
を
起
こ
す
（
99
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
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博
労
関
係
の
出
入
に
関
す
る
堺
奉
行
所
の
取
調
べ
に
、
和
泉
国
の
村
々
が
回
答
す
る
（
100
） …
…
…
…
…　

242

天
王
寺
村
牛
市
以
外
で
新
規
に
牛
市
を
立
て
る
こ
と
を
規
制
す
る
触
が
、
大
坂
町
奉
行
所
よ
り
摂

　

津
国
住
吉
郡
の
村
々
へ
回
さ
れ
る
（
101
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

244

天
王
寺
村
孫
右
衛
門
と
和
泉
国
日
根
郡
神
前
村
博
労
と
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
（
102
） …
…
…
…
…
…
…　

244

牛
の
売
買
に
つ
い
て
大
坂
町
奉
行
所
に
お
い
て
吟
味
が
行
な
わ
れ
る
（
103
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

250

但
馬
国
へ
牛
を
買
付
け
に
行
く
和
泉
国
の
買
出
し
人
の
名
寄
帳
が
作
成
さ
れ
る
（
104
） …
…
…
…
…
…
…　

253

天
王
寺
村
牛
市
以
外
で
新
規
に
牛
市
を
立
て
な
い
旨
の
触
が
出
さ
れ
る
（
105
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

256

牛
目
利
の
札
を
改
め
て
会
所
へ
提
出
す
る
よ
う
に
申
合
わ
せ
が
な
さ
れ
る
（
106
） …
…
…
…
…
…
…
…
…　

256

河
内
国
丹
北
郡
更
池
村
皮
多
が
、
牛
追
い
の
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
を
更
池
村
本
村
に
申
出
る
（
107
） …　

257

牛
市
に
関
す
る
孫
右
衛
門
と
和
泉
国
村
々
と
の
訴
訟
の
経
緯
が
記
録
さ
れ
る
（
108
） …
…
…
…
…
…
…
…　

258

五　

皮
多
村
の
生
活
と
周
辺

　
　
　

∥　

生
活
の
諸
相

和
泉
国
泉
郡
南
王
子
村
が
御
伝
馬
宿
入
用
・
村
小
入
用
な
ど
を
書
上
げ
る
（
109
） …
…
…
…
…
…
…
…
…　

264

南
王
子
村
で
火
事
が
あ
り
、
年
貢
米
・
郷
蔵
と
家
屋
敷
六
八
軒
が
焼
失
す
る
（
110
） …
…
…
…
…
…
…
…　

268

河
内
国
丹
北
郡
城
連
寺
村
が
、
皮
多
の
夫
食
願
い
の
た
め
に
そ
の
軒
数
・
人
数
を
書
上
げ
て
差
出

　

す
（
111
〜
116
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
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摂
津
国
住
吉
郡
平
野
郷
町
の
本
郷
及
び
散
郷
に
拝
借
銀
が
配
ら
れ
、
皮
多
・「
非
人
」
に
も
各
一

　

貫
文
宛
が
渡
さ
れ
る
（
117
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
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城
連
寺
村
の
皮
多
に
夫
食
と
し
て
米
銀
が
渡
さ
れ
る
（
118
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

280

平
野
郷
町
御
救
銭
請
取
書
に
皮
多
分
の
記
載
が
み
え
る
（
119
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

281

南
王
子
村
が
村
の
支
出
を
記
し
た
小
入
用
帳
を
作
成
す
る
（
120
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

284

和
泉
国
南
郡
島
村
に
飢
飯
米
が
渡
さ
れ
る
（
121
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
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島
村
の
甚
兵
衛
が
岸
和
田
城
内
へ
商
い
に
参
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
を
確
認
す
る
（
122
） …
…
…　

288

島
村
の
甚
兵
衛
が
、
岸
和
田
城
中
の
細
工
を
行
な
う
際
に
不
埒
な
行
な
い
を
し
た
と
し
て
出
入
り

　

差
止
め
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
用
捨
さ
れ
る
（
123
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

289

島
村
の
甚
七
が
、
岸
和
田
城
中
の
細
工
を
行
な
う
際
に
不
埒
な
行
な
い
を
し
た
と
し
て
出
入
り
差

　

止
め
と
な
る
（
124
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

289

岸
和
田
城
中
へ
の
入
込
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
島
村
の
甚
七
が
、
再
度
城
中
に
入
込
ん
で
不
埒
な
行

　

な
い
を
し
て
咎
を
受
け
る
（
125
・
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） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
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…　

290

和
泉
国
南
郡
福
田
村
が
自
村
及
び
島
村
の
虫
送
り
行
事
実
施
を
届
出
る
（
127
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

290

福
田
村
庄
屋
が
島
村
の
善
右
衛
門
家
族
の
家
出
を
届
出
る
（
128
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

291

島
村
の
喜
兵
衛
ら
が
脇
浜
村
戎
へ
参
り
「
所
作
」
を
し
た
と
し
て
差
止
め
ら
れ
、
そ
の
後
も
不
届

　

き
が
あ
っ
た
と
し
て
吟
味
を
受
け
る
（
129
・
130
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

291

島
村
の
円
光
寺
恵
教
が
同
村
五
兵
衛
に
よ
る
針
治
療
の
差
止
め
を
願
出
て
、
内
済
と
な
る
（
131
） …
…
…　

292

福
田
村
が
島
村
に
か
か
わ
る
助
力
講
上
り
札
銀
の
受
取
書
を
差
出
す
（
132
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

293

島
村
が
難
渋
の
た
め
蓮
取
り
を
願
出
て
許
さ
れ
る
（
133
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

293

福
田
村
の
難
渋
者
と
島
村
の
極
難
渋
者
に
米
二
石
が
与
え
ら
れ
る
（
134
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
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